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のように定める。 
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亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付要綱の一部を改正する告示 

 

亀山市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付要綱（平成３０年亀山市告示第

１３６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分を同表の改正後欄に掲げる規定の

下線を付した部分に改める。 

改正後 改正前 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

区分 助成金の額 

（消費税及び地方

消費税を含む。） 

Ｂ型肝炎 乳児 ８，５４２円 

長期疾患：幼児 ７，１１２円 

長期疾患：児童・

生徒 

６，２８７円 

Ｈｉｂ感

染症 

乳幼児 １０，８２４円 

長期疾患：児童

（１０歳未満） 

８，５６９円 

小児用肺

炎球菌 

乳幼児 １４，１９０円 

長期疾患：児童

（６歳未満） 

１１，９３５円 

水痘 乳幼児 １１，２２０円 

長期疾患：児童・

生徒 

８，９６５円 

ＢＣＧ 乳児 １１，７７０円 

長期疾患：幼児

（４歳未満） 

１０，３４０円 

ＤＰＴ― 乳幼児 ７，９３１円 

区分 助成金の額 

（消費税及び地方

消費税を含む。） 

Ｂ型肝炎 乳児 ９，１２５円 

長期疾患：幼児 ７，６９５円 

長期疾患：児童・

生徒 

６，３２０円 

Ｈｉｂ感

染症 

乳幼児 １１，４０７円 

長期疾患：児童

（１０歳未満） 

８，６０２円 

小児用肺

炎球菌 

乳幼児 １４，７７３円 

長期疾患：児童

（６歳未満） 

１１，９６８円 

水痘 乳幼児 １１，８０３円 

長期疾患：児童・

生徒 

８，９９８円 

ＢＣＧ 乳児 １２，３５３円 

長期疾患：幼児

（４歳未満） 

１０，９２３円 

ＤＰＴ― 乳幼児 １４，００３円 



ＩＰＶ 

４種混合 
幼児 ６，５０１円 

長期疾患：児童・

生徒（１５歳未

満） 

５，６７６円 

不活化ポ

リオ 

乳幼児 １２，２６５円 

幼児 １０，８３５円 

長期疾患：児童・

生徒 

１０，０１０円 

ＤＰＴ３

種混合 

乳幼児 ７，９３１円 

幼児 ６，５０１円 

長期疾患：児童・

生徒 

５，６７６円 

ＤＴ２種

混合 

乳幼児 ８，０１４円 

幼児 ６，５８４円 

長期疾患：児童・

生徒 

５，７５９円 

ＭＲ １期（乳幼児） １３，８６０円 

２期（幼児） １２，４３０円 

長期疾患：児童・

生徒 

１１，６０５円 

麻しん単

抗原 

１期（乳幼児） ９，３５０円 

２期（幼児） ７，９２０円 

長期疾患：児童・

生徒 

７，０９５円 

風しん単

抗原 

１期（乳幼児） ９，３６１円 

２期（幼児） ７，９３１円 

長期疾患：児童・

生徒 

７，１０６円 

日本脳炎 幼児 ８，４１５円 

児童・経過措置 ７，５９０円 

長期疾患：児童・

生徒 

７，５９０円 

子宮頸が

ん予防 

児童・生徒・長

期疾患 

（２価・４価） 

１７，２１５円 

児童・生徒・長

期疾患 

（９価） 

３０，１４０円 

 

ＩＰＶ 

４種混合 
児童 １１，１９８円 

長期疾患：児童・

生徒（１５歳未

満） 

１１，１９８円 

不活化ポ

リオ 

乳幼児 １２，８４８円 

児童 １０，０４３円 

長期疾患：児童・

生徒 

１０，０４３円 

ＤＰＴ３

種混合 

乳幼児 ８，５１４円 

児童 ５，７０９円 

長期疾患：児童・

生徒 

５，７０９円 

ＤＴ２種

混合 

乳幼児 ８，５９７円 

児童 ５，７９２円 

長期疾患：児童・

生徒 

５，７９２円 

ＭＲ １期（乳幼児） １４，４５８円 

２期（幼児） １３，０２８円 

長期疾患：児童・

生徒 

１１，６５３円 

麻しん単

抗原 

１期（乳幼児） ９，９３３円 

２期（幼児） ８，５０３円 

長期疾患：児童・

生徒 

７，１２８円 

風しん単

抗原 

１期（乳幼児） ９，９４４円 

２期（幼児） ８，５１４円 

長期疾患：児童・

生徒 

７，１３９円 

日本脳炎 幼児 ８，９９８円 

児童・経過措置 ７，６２３円 

長期疾患：児童・

生徒 

７，６２３円 

子宮頸が

ん予防 

生徒 

 

 

１７，２４８円 

長期疾患：生徒 

 

 

１７，２４８円 

   



附 則 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 


